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 提案理由  

  いじめ問題調査委員会の設置に関する規定の整備に伴い、所要の改正を行うた

め  



大野市教育委員会規則第  号  

 

大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

 

 大野市教育委員会事務局組織規則（平成８年教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。  

 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。  

改正後  改正前  

別表第７（第１２条関係）  別表第７（第１２条関係）  

附属機関の名称  庶務を担当する課

等  

（略）  （略）  

大野市いじめ問題

対策連絡協議会  

（略）  

大野市いじめ問題

調査委員会  

教育総務課  

大野市図書館協議

会  

（略）  

（略）  （略）  
 

附属機関の名称  庶務を担当する課

等  

（略）  （略）  

大野市いじめ問題

対策連絡協議会  

 

 

（略）  

大野市図書館協議

会  

（略）  

（略）  （略）  
 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


